
地域をよくする
プロジェクト、
大募集

□助成対象

高知市内で、社会福祉活動を行う団体等（詳細は裏面をご覧ください）

□助成の種類

高知市広域福祉活動支援事業 〇

〇対象事業 ： 広域的で公益性の高い活動及び事業に対し、助成を行う

〇対象団体 ： 社会福祉団体、特定非営利法人、ボランティア団体等

〇助成限度額： 総事業費の90％、最大20万円

同一事業に対する継続助成は、最大３年となります

小地域福祉活動支援事業 〇

〇対象事業 ： 小地域により良い具体的な変化が期待される活動及び事業に対し、助成を行う

〇対象団体 ： 町内会、自治会や地域コミュニティ組織等

〇助成限度額： 総事業費の90％、最大10万円

同一事業に対する継続助成は、最大３年となります

□募集期間 令和2年12月1日（火）～令和3年１月15日（金）

募集要項はコチラ

https://kochi-csw.or.jp/donation/d1/

高知県共同募金会高知市共同募金委員会
高知市丸ノ内1丁目7番45号 総合あんしんセンター３F ／TEL 088-856-5539／FAX 088-856-5549

高知市共同募金委員会に寄付いただいた募金を、誰もが安心していきいきと

暮らせる地域社会の実現に向け、地域を良くしていこうと活動する福祉団体や

ボランティア団体等に対して助成します。



□助成対象

高知市内で活動する社会福祉法人、特定非営利活動法人、町内会等の地域団体、福祉団体及び

ボランティア団体など社会福祉活動を行う団体で、次のものを助成対象としています。

①法人格の有無を問わず、団体の活動計画等を備えているもの ②営利又は宗教を活動の目的又は手段としないもの ③活動の実績、内容及び

財務の状況を自ら公開できるもの ④設立後１年以上経過しているもの。ただし、活動準備行為等を助成対象とすることが必要と認める場合は、こ

の限りでない。

□助成決定までの手順

・助成団体は、審査委員会にて審査を行い、運営委員会において決定します

・審査委員会の審査の際に、応募団体に活動紹介や報告をしていただく場合があります

・助成が決定した団体への通知は令和３年３月中にお知らせいたします

70年を超える歴史ある赤い羽根共同募金運動は自分の住む地域をより良くしていく取り組みです。
高知市で集められた募金を身近な福祉活動に役立てていただくため、この助成事業がはじまりました。
あなたのやさしさや、声かけ、行動が、きっと高知市を変える“初めの一歩”になっていき、また赤い羽根共同
募金の広がりにつながっていきます。

さまざまな方法で集められています

・法人募金（企業・法人等による募金）

・職域募金（企業・法人等の職員による募金）

・街頭やイベント型募金

（イベント・行事等で寄付をお願いする募金）

ご連絡先（お問い合わせ先）

高知県共同募金会高知市共同募金委員会
〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7番45号

総合あんしんセンター３F 
TEL 088-856-5539 FAX 088-856-5549

Q＆A

◇他の助成金と併用することはできますか？

可能です。ただし、共同募金による助成制度との併用はできません。

◇どんな事業費が助成対象となるのですか？

助成の対象とならない事業や経費を「高知市共同募金会助成基準」に定めていますので、ご参考ください。

【助成対象としない事業又は経費】

①申請団体内の交流会等の飲食経費 ②団体自体の運営費(人件費を含む。) ③第三者に助成又は委託する事業 ④同一の職業を持つ者で

構成する団体の構成員のみを対象として実施する研修事業 ⑤営利又は営利を目的とみなされる事業

◇事業の実施期間は？

申請をした年度の翌年度中となりますので、令和３年４月から令和４年３月末までとなります。

□注意事項

応募の際には、「高知市共同募金会助成要綱」と「高知市共同募金委員会助成基準」を必ずお読みください。
その他、助成金に関するご相談やご質問は、下記の連絡先へお願いします。


